
 

 

 

 

 

 

  第 ３ ３ 号 議 案  

 

 

新 宿 区 幼 稚 園 教 育 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部

を 改 正 す る 条 例  

 

 

   上 記 の 議 案 を 提 出 す る 。  

 

 

 

    令 和 ８ 年 ２ 月 １ ７ 日  

 

 

 

          提 出 者  新 宿 区 長   吉 住  健 一  

  



新 宿 区 条 例 第 ２ 号  

 

新 宿 区 幼 稚 園 教 育 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改

正 す る 条 例  

 

新 宿 区 幼 稚 園 教 育 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 平 成 1 2 年 新 宿 区 条

例 第 5 6 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 2 3 条 第 1 項 中「 勤 務 し た 」を「 勤 務 を し た 」に 改 め 、同 項 た だ

し 書 中 「 勤 務 し な か っ た 」 を 「 勤 務 を し な か っ た 」 に 改 め 、 同 条 第

2 項 中「 週 休 日 等 以 外 の 日 の 午 前 0 時 か ら 」を「 午 後 1 0 時 か ら 翌 日

の 」に 改 め 、「 の 間 」の 次 に「（ 週 休 日 等 に 含 ま れ る 時 間 を 除 く 。）」

を 加 え 、 「 勤 務 し た 」 を 「 勤 務 を し た 」 に 改 め 、 同 条 第 3 項 中 「 に

定 め る 額 」 の 次 に 「 （ 前 2 項 に 規 定 す る 勤 務 に 従 事 す る 時 間 を 考 慮

し て 人 事 委 員 会 の 承 認 を 得 て 教 育 委 員 会 規 則 で 定 め る 勤 務 に あ っ て

は 、 そ の 額 に 1 0 0 分 の 1 5 0 を 乗 じ て 得 た 額 ） 」 を 加 え 、 同 項 第 1 号

中 「 （ 当 該 勤 務 に 従 事 す る 時 間 等 を 考 慮 し て 人 事 委 員 会 の 承 認 を 得

て 教 育 委 員 会 規 則 で 定 め る 勤 務 に あ っ て は 、 そ の 額 に 1 0 0 分 の 1 5 0

を 乗 じ て 得 た 額 ） 」 を 削 る 。  

  

   附  則  

 

 こ の 条 例 は 、 令 和 8 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 （ 提 案 理 由 ）  

 国 の 取 扱 い と の 均 衡 等 を 踏 ま え 、 週 休 日 等 以 外 の 日 に お け る 管 理

職 員 特 別 勤 務 手 当 の 支 給 対 象 と な る 時 間 を 拡 大 す る 等 所 要 の 改 正 を

行 う 必 要 が あ る た め  

 


